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１　はじめに

全国に887地区ある野菜指定産地は、
毎年、指定野菜の種別・出荷期間ごとに
国の需給ガイドライン、販売実績などを
もとに「供給計画」を策定し、消費地へ
の計画生産・計画出荷に取り組んでいる
が、こうした取り組みをしても天候など
によって作柄が変動し価格が大幅に低落
又は高騰することが避けられない。この
ため、消費量が多く露地で栽培されるた
め天候による作柄変動を受けやすい主要
野菜（キャベツ、はくさい、レタス、だ
いこん、たまねぎ、にんじん）について、国、
生産出荷団体、機構などが連携し、価格
高騰時には早取りによる出荷の前倒し、
価格低落時には出荷の後送り、加工用販
売、フードバンクなどへの提供、冷蔵施
設への一時保管、土壌還元などの緊急需
給調整事業を実施し、生活必需品である
野菜の価格と農家経営の安定を図ってい
る。本稿では、緊急需給調整事業の沿革、
仕組み、実施状況、取り組み事例などを
紹介する。

２　緊急需給調整事業の沿革

野菜の価格変動が社会問題化する中で、
昭和47年度に天候の影響を受けやすい主

要露地野菜４品目６種別（冬キャベツ、春
キャベツ、夏秋キャベツ、秋冬だいこん、
秋冬はくさい、たまねぎ）を対象に当時の
野菜出荷安定資金協会が運営主体となって
価格低落時の市場隔離による需給調整事業
（貯蔵、加工、飼料化、社会福祉施設などへ
の無償提供、産地処理など）が開始された。
50年代に入り秋冬野菜の価格が供給過
剰により低迷したことから、55年に社団
法人全国野菜需給調整機構が設立され、主
要野菜４品目６種別を対象とする重要野菜
特別調整事業（産地調整、分荷調整、貯蔵、
産地廃棄など）が創設され事業の骨格がつ
くられた。
平成に入り、「特殊法人等整理合理化計
画」（平成13年12月閣議決定）に基づき、
平成14年度に価格高騰対策としてたまね
ぎの買入れ・保管、キャベツの契約生産を
行う野菜売買保管事業とキャベツ、はくさ
い、レタスの野菜予備苗供給事業を順次取
りやめ廃止された。16~17年度には、対
象品目の拡充（春夏にんじん、秋にんじん、
冬にんじん、春レタス及び冬レタス、春だ
いこん、夏だいこん、春はくさい、夏はく
さいの追加）が行われ、18年度には、産
地廃棄に対する国民の「もったいない」と
いう声の高まりを受け、緊急需給調整手法
として有効利用、価格回復後の出荷などが
追加された。令和元～２年度には、迅速な
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事業実施に向けて、緊急需給調整手法とし
てフードバンクなどの社会福祉施設への提
供および冷蔵施設への一時保管が追加され
るとともに、価格下落対策の発動水準の見
直しが行われた。

３　緊急需給調整事業の仕組み

（１�）指定野菜の計画生産・出荷の推進
指定野菜を消費地に安定供給するため、
①国が５年ごとに過去10年間のデータの
回帰分析などをもとに「指定野菜の需要及
び供給の見通し（種別ごと）」を策定②国
が需給見通しや生産出荷動向などをもとに
毎年６月と12月に供給の目安となる「指
定野菜の需給ガイドライン（種別ごと）」
を策定③登録生産出荷団体などが指定野菜
の需給ガイドラインや必要入荷量の見通し
（国が各対象市場群ごとの供給割合を算出
する基礎として策定）ーなどをもとに「指
定野菜の供給計画（種別ごと）」を作成し、
需要に応じた計画生産・計画出荷を推進し
ている（図１）。
指定野菜の供給計画は、生産出荷団体な

どが需要に見合った供給をしていくための
指標であり、指定野菜の種別ごとに作付面
積、10アール当たり収量、収穫量、出荷
量が記載され、出荷量は月別・対象市場群
別（価格安定事業の対象市場）に記載され
る。播

は

種
しゅ

・定植前に「当初計画」を、出荷時
期の直前に作柄や需要動向などをもとに月
別出荷量などを修正した「確定計画」を作
成する。
指定野菜価格安定対策事業では、計画生
産・出荷の推進のため、供給計画の出荷量
と実際の出荷量の乖

かい

離
り

度
ど

に応じて生産者交
付金が減額される。例えば、供給計画数量
と出荷実績の乖離度が20％未満であれば
交付金の減額はないが、乖離度が20～
30％では20％、乖離度30～40％では
30％交付金が減額される。
令和２年８月交付予約申込みから、重
要・調整野菜６品目とそれ以外の一般指定
野菜８品目の乖離度の認定区分が統合され
乖離度20％以上の減額措置が強化される
とともに（例えば乖離度20～30％の交付
率10分の９→10分の８に変更）、これま
での業務区分（種別・出荷期間・対象市場

資料：農林水産省「野菜をめぐる情勢」

図１　指定野菜の計画生産・出荷の推進
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群別の区分）ごとの乖離度の比較について
は、出荷時の各対象市場群における需給状
況に応じて産地が柔軟に出荷量を調整でき
るよう、種別・出荷期間ごとに対象市場群
向けの出荷量を合算しての比較・判定に見
直された（図２）。
また、乖離度が小さい場合は産地区分に
応じて一般補給交付金の９分の１から７分
の１相当の特別補給金が加算されるが、そ
の判定基準が乖離度６％から10%に緩和
された。平成30年度の乖離度ごとの交付
金対象団体数および交付実績（重要野菜・
調整野菜）をみると、乖離度20%未満（Ａ
認定）が交付金対象団体数で全体の48%、
交付実績で86%を占める一方で、乖離度
20～30％（Ｂ認定）がそれぞれ15％、
９％、乖離度30～40%（Ｃ認定）が12％、

３％、乖離度40～50%（Ｄ認定）が８％、
２％となっており、生産出荷団体などがよ
り精度の高い供給計画（当初計画と確定計
画）の作成と計画出荷に取り組むことが重
要になっている。

（２）緊急需給調整事業
野菜指定産地は、毎年、指定野菜の種別・
出荷期間ごとに「供給計画」を策定し計画
生産・出荷に取り組んでいるが、それでも
天候などによって作柄が変動し価格が大幅
に低下又は高騰することが避けられない。
野菜価格の大幅な低下は、農家経営を悪化
させ、次期作の資金不足や農家の作付け意
欲の低下を招き、作付けの不安定化や価格
高騰につながる（図３）。

図３　野菜の価格変動と作付面積への影響

図２　供給計画数量と出荷実績の乖離度認定の例（冬レタス（結球））
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％

【 ％以上 】

出荷の前倒し

（平均価格× ）×実施数量

を補てん

平均価格 過去の市場価格の平均

価 格

％

％

【 ％以下】

１ 出荷の後送り： 平均価格× ） ×実施数量を補てん

２ 加工用販売 ： 平均価格× ×加工用販売数量

－売上額 ＋経費を補てん

３ 市場隔離

・有効利用用途 ： 平均価格× ） ×有効利用用途向け

出荷数量－売上額 ＋経費を補てん

・一時保管 ： 平均価格× ） ×その他の市場隔離

数量－売上額 ＋経費を補てん

・土壌還元 ： 平均価格× ） ×土壌還元等実施

数量を補てん

・価格回復後 ： 平均価格× ） ×出荷停止後出荷した

の出荷 数量を補てん

図４　緊急需給調整事業の仕組み

このため、消費量が多く露地で栽培され
るため天候などによる作柄変動を受けやす
い主要野菜（キャベツ、はくさい、レタス、
だいこん、たまねぎ、にんじん）の価格と
供給の安定を図るため、国、生産出荷団体、
機構などが連携し、生産者と国が造成した
資金（負担割合は各２分の１）をもとに、

緊急需給調整事業を実施している。価格高
騰時には、早取りによる出荷の前倒し、国
による出荷促進や安定供給の要請、価格低
落時には、出荷の後送り、加工用販売、フー
ドバンクなど社会福祉施設への提供、冷蔵
施設への一時保管、土壌還元などを実施す
る（図４）。

＜価格高騰時の対策＞
①出荷の前倒し
　�　対象野菜の出荷を促進するため、早取りなどにより出荷の前倒しを実施。生産者
に対し、早取りによる損失相当分を助成。
②国による出荷促進や安定供給の要請（対生産出荷団体、食品流通団体など）

＜価格低落時の対策＞
①出荷の後送り
　�　対象野菜の出荷を抑制するため、出荷の後送りを実施。生産者に対し、後送りに
よる品質低下相当分を助成。
②加工用販売
　�　対象野菜の出荷を抑制するため、当初市場向けであったもののうち、供給過剰分
を新たな加工用途に出荷。生産者に対し、種子・肥料・農薬などに要した物財費相
当分の一部、加工用販売に要した経費の一部を助成。



52野菜情報 2020.10

緊急需給調整の方法として、産地や品目
の状況に応じて有効利用用途への仕向けや
迅速な事業実施が可能となるよう、令和元
年度にフードバンクなどの社会福祉施設へ
の提供と冷蔵施設への一時保管が追加され
た。これらの方法の実行には、フードバン
ク、冷蔵施設などの物資受入先の確保、受
入先との実施手順の調整などの事前準備が
必要となる。このため、令和元年８月、フー
ドバンクを運営しているセカンドハーベス
ト・ジャパン（認定NPO法人）（以下「セ
カンドハーベスト・ジャパン」という）と
全国農業協同組合連合会（以下「全農」と
いう）は、提供される食品などの受領、管
理、譲渡、責任の所在などに関する協定
（「食品等の提供・譲渡に関する合意書」）
を締結した。２年度には、加工用販売と市
場隔離の発動基準が過去平均価格の70%
以下から80%以下に変更され、価格下落
対策の発動水準が過去平均価格の80%以
下に統一された。
全国生産出荷団体（全農）又は系統外登
録出荷団体等（以下「全国生産出荷団体等」
という）は、対象ブロック市場の対象野菜
の卸売価格が大幅に低落または高騰し発動

基準を超えると見込まれる場合は、県生産
出荷団体、産地農協と協議の上で「緊急需
給調整実施計画」を作成し、農林水産省生
産局長および機構に報告する（生産局長は
地方農政局長、都道府県知事に通知）。全
国生産出荷団体などは、対象野菜の価格が
発動基準を超える場合、もしくは当面その
状況が続くと見込まれる場合は、緊急需給
調整事業の実施者である県生産出荷団体、
産地農協に具体的な実施内容を通知し事業
が実行される。
全国生産出荷団体は、全国指定野菜需給
調整協議会を設置し、重要・調整野菜の主
産県協議会や情報交換会を定期的に開催
し、各種別ごとの供給計画、生育状況、販
売見通しなどの情報交換を行っている。
当機構においても、産地における需給動
向や事業発動の検討に資するため、都道府
県野菜価格安定法人や生産出荷団体などの
協力を得て、指定野菜主産地の生育・出荷
動向を調査し、機構ホームページ（「ベジ
探」）で公表している。本年６月からは、
主要６品目と野菜全体の卸売・小売価格、
主産地の生育・出荷、消費、輸入などの最
新情報をまとめた「やさいレポート」を毎

③市場隔離　
　�　対象野菜の出荷を抑制するため、加工、飼料化、フードバンクへの提供などの有
効利用に努め、なお過剰野菜が残る場合には土壌還元や市場隔離として一時保管を
実施。生産者に対し、種子・肥料・農薬などに要した物財費相当分の一部、市場隔
離に要した経費（運搬費、段ボール等の資材費、出荷作業費、予冷経費、一時保管
経費など）の一部を助成。

○対象野菜：重要野菜〔キャベツ（周年）、たまねぎ（周年）、
　　　　　　　　　　　秋冬だいこん、秋冬はくさい〕
　　　　　　調整野菜〔春だいこん、夏だいこん、にんじん（周年）、
　　　　　　　　　　　春はくさい、夏はくさい、レタス（周年）〕
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月公表するとともに、おすすめやさいレシ
ピなどもホームページやFacebookで発
信している（注１）。また、生産者、消費者、
流通業者などの代表で構成する「野菜需給
協議会」を設置し、定期的に野菜の需給・
価格動向、緊急需給調整事業の実施状況を
報告するなど、関係者の理解と協力を得な
がら事業を推進している。

注１：農畜産業振興機構「ベジ探」
　　　https://vegetan.alic.go.jp/

４　緊急需給調整事業の実施状況

昭和55年度以降の緊急需給調整事業の
実施状況をみると、55年度から令和２年
度までの38年間のうち31年間で実施され
ている（図５、図６）。昭和50年代後半か
ら平成にかけての野菜需給は、国内生産が
単収増や水田からの転作などにより増加し
緩和基調で推移したため、キャベツ、はく
さい、たまねぎ、だいこんなどの露地野菜
が供給過剰となり、価格下落時対策として
土壌還元などの市場隔離、出荷の後送りな

どが多く実施された。昭和59年度には千
葉県、茨城県、愛知県などの春キャベツ、
夏秋キャベツ、冬キャベツ、秋冬だいこん、
秋冬はくさい、たまねぎで５万6000トン
（交付額10億3000万円）、60年度には北
海道、群馬県、兵庫県などの夏秋キャベツ、
冬キャベツ、秋冬だいこん、秋冬はくさい、
たまねぎで６万トン（交付額17億4000
万円）、61年度には群馬県、愛知県、兵庫
県などの春キャベツ、夏秋キャベツ、冬キャ
ベツ、秋冬だいこん、秋冬はくさいで３万
9400トン（交付額９億2000万円）、平成
13年度には群馬県、福岡県、鹿児島県な
どの春キャベツ、夏秋キャベツ、冬キャベ
ツ、秋冬だいこん、秋冬はくさい、たまね
ぎで４万1200トン（交付額８億8000万
円）、14年度には北海道、佐賀県、福岡県
などの春キャベツ、たまねぎ、夏秋レタス
で５万4300トン（交付額16億1000万
円）、17年度には千葉県、群馬県、長野県
などの春キャベツ、夏秋キャベツ、秋冬だ
いこん、夏はくさい、夏レタスで３万
1200トン（交付額９億1000万円）の事
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資料：農畜産業振興機構資料

図５　緊急需給調整事業の実施状況
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業が実施された。
このうち出荷の前倒しなどの価格高騰時
対策は、昭和55年度以降の38年間のうち
11年間で実施されており、58年度には北
海道、神奈川県、兵庫県などの冬キャベツ、
秋冬だいこん、秋冬はくさい、たまねぎで
１万1300トン（交付額２億3000万円）、
60年度には北海道、群馬県、愛知県、長
崎県などの夏秋キャベツ、冬キャベツ、秋
冬だいこん、秋冬はくさい6200トン（交
付額１億1000万円）、63年度には千葉県、
茨城県、兵庫県などの冬キャベツ、秋冬だ
いこん、秋冬はくさい、たまねぎで6200
トン（交付額9000万円）、平成３年度に
は千葉県、愛知県、兵庫県などの冬キャベ
ツ、秋冬だいこんで3000トン（交付額
5000万円）、16年度には北海道、千葉県、
愛知県などの冬キャベツ、秋冬だいこん、
秋冬はくさいで2000トン（交付額4000
万円）の事業が実施された。
近年では、平成22年度に低温・日照不
足による生育不良で千葉県、兵庫県、大阪
府、佐賀県などの春キャベツ、たまねぎの

早取りによる出荷前倒し（132トン、交
付額340万円）、24年度に好天・猛暑によ
る生育良好と消費低迷で群馬県、長野県な
どの夏秋キャベツ、夏はくさいの市場隔離
（１万100トン、交付額３億6000万円）、
29年度に好天による生育良好で北海道の
秋にんじんの加工用販売（1500トン、交
付額4600万円）が実施されたが、異常気
象の頻発などにより野菜価格の大幅な変動
が頻繁に生じる中で、全体として発動まで
に時間を要するなどの事情により事業の活
用が低調であった。このため、令和元～２
年度に緊急需給調整事業の迅速かつ効率的
な実施に向けて、①緊急需給調整の方法と
してフードバンクなどの社会福祉施設への
提供および冷蔵施設への一時保管の追加②
価格下落対策の発動水準を過去平均価格の
80%以下に統一③野菜需給協議会の運営
方法の見直し―などが行われた。こうした
中で、令和２年３月に暖冬の影響で価格が
低迷した千葉県の春キャベツのフードバン
クへの提供（約５トン、交付額28万円）
が実施された（表１）。
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図６　緊急需給調整事業の交付金額の推移
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５　取り組み事例

（１�）千葉県銚子産キャベツのフードバン
クへの提供�
令和２年２月、冬キャベツの主産地であ
る愛知県や千葉県では、天候が良くキャベ
ツの生育が良好で出荷量が平年に比べ増加
し、東京中央卸売市場の卸売価格が最安値
で１キログラム当たり50円と過去の平均
販売価格の半値以下に低迷した。このため、
産地のちばみどり農業協同組合（以下
「JAちばみどり」という）、全農、セカン

ドハーベスト・ジャパンが連携し、２年３
月４日、JAちばみどりの冬キャベツ
5000キログラム（約500ケース・4000
玉）をセカンドハーベスト・ジャパンに提
供した。早朝、千葉県銚子市の畑で収穫・
箱詰めされたキャベツが、埼玉県八潮市の
セカンドハーベスト・ジャパンの埼玉拠点
にトラックで運び込まれ、「産直キャベツ
デー in八潮」として福祉施設や生活困窮
家庭などの支援のために有効活用された
（写真１、２）。これは、緊急需給調整を活
用したフードバンクへの提供第１号となっ

実施状況
数量

（トン）
交付金

（千円）

昭和 55 年度
市場隔離 秋冬だいこん、冬キャベツ秋

冬だいこん、冬キャベツ 253 3,791
分荷調整

昭和 56 年度
市場隔離 秋冬だいこん、秋冬はくさい、

春キャベツ、夏秋キャベツ、
冬キャベツ

8,669 150,387分荷調整
貯蔵

昭和 57 年度
市場隔離 秋冬だいこん、秋冬はくさい、

春キャベツ、夏秋キャベツ、
冬キャベツ、たまねぎ

11,845 180,153
貯蔵

昭和 58 年度
出荷の前倒し 秋冬だいこん、秋冬はくさい、

春キャベツ、夏秋キャベツ、
冬キャベツ、たまねぎ

12,158 259,234
市場隔離

昭和 59 年度

出荷の前倒し
秋冬だいこん、秋冬はくさい、
春キャベツ、夏秋キャベツ、
冬キャベツ、たまねぎ

55,637 1,025,276
出荷の後送り

市場隔離
貯蔵

昭和 60 年度
出荷の前倒し 秋冬だいこん、秋冬はくさい、

夏秋キャベツ、冬キャベツ、
たまねぎ

60,056 1,740,984出荷の後送り
市場隔離

昭和 61 年度
出荷の後送り 秋冬だいこん、秋冬はくさい、

春キャベツ、夏秋キャベツ、
冬キャベツ

39,448 917,609
市場隔離

昭和 62 年度
出荷の前倒し 秋冬だいこん、秋冬はくさい、

冬キャベツ、たまねぎ 5,541 89,857
市場隔離

昭和 63 年度
出荷の前倒し 秋冬だいこん、秋冬はくさい、

冬キャベツ、たまねぎ 7,028 109,923
市場隔離

平成元年度 － － － －
平成 2 年度 出荷の前倒し 秋冬だいこん、冬キャベツ 3,263 55,813

平成 3 年度
出荷の前倒し 秋冬だいこん、秋冬はくさい、

冬キャベツ 3,229 55,223
市場隔離

平成 4 年度
出荷の後送り 秋冬だいこん、夏秋キャベツ、

冬キャベツ、たまねぎ 19,479 565,393
市場隔離

平成 5 年度
出荷の前倒し

秋冬だいこん、夏秋キャベツ 649 13,030
市場隔離

平成 6 年度 － － － －
平成 7 年度 市場隔離 夏秋キャベツ 1,174 31,696
平成 8 年度 市場隔離 秋冬だいこん、夏秋キャベツ 7,753 236,493

平成 9 年度 市場隔離 秋冬だいこん、秋冬はくさい、
冬キャベツ 6,189 149,195

資料：農畜産業振興機構資料
注：令和２年度の数値は同年３月末時点での見込み。

実施状況
数量

（トン）
交付金

（千円）

平成 10 年度
出荷の前倒し 秋冬はくさい、夏秋キャベ

ツ、夏秋レタス 8,930 269,717
市場隔離

平成 11 年度
出荷の後送り 秋冬だいこん、秋冬はくさ

い、冬キャベツ、たまねぎ、
夏秋レタス

11,988 270,762
市場隔離

平成 12 年度
出荷の後送り 春キャベツ、夏秋キャベツ、

たまねぎ 18,346 561,565
市場隔離

平成 13 年度

出荷の後送り 秋冬だいこん、秋冬はくさ
い、春キャベツ、夏秋キャ
ベツ、冬キャベツ、たまねぎ、
夏秋レタス

41,240 878,238
市場隔離

平成 14 年度 市場隔離 秋冬だいこん、春キャベツ、
たまねぎ、夏秋レタス 54,269 1,609,137

平成 15 年度 市場隔離 秋冬だいこん、冬キャベツ、
秋冬はくさい、夏秋レタス 12,786 315,924

平成 16 年度

出荷の前倒し 夏秋キャベツ、冬キャベツ、
秋冬だいこん、秋冬はくさ
い、夏秋にんじん、秋にん
じん

12,562 338,723
市場隔離

平成 17 年度 市場隔離
春キャベツ、夏秋キャベツ、
秋冬だいこん、夏秋レタス、
夏はくさい

31,219 907,855

平成 18 年度
出荷の後送り 冬キャベツ、秋冬だいこん、

秋冬はくさい 23,633 535,189
市場隔離

平成 19 年度
出荷の後送り 冬キャベツ、秋冬だいこん

4,721 119,455
市場隔離 秋冬だいこん、秋冬はくさ

い
平成 20 年度 市場隔離 夏秋キャベツ、夏だいこん 6,485 208,937
平成 21 年度 市場隔離 夏はくさい 1,119 40,284

平成 22 年度
出荷の前倒し 春キャベツ、たまねぎ 1,503 52,736

市場隔離 夏はくさい － －
平成 23 年度 － － － －
平成 24 年度 市場隔離 夏秋キャベツ、夏はくさい 11,348 355,522
平成 25 年度
～平成 28 年度

－ － － －

平成 29 年度 加工用販売 秋にんじん 1,486 45,890
平成 30 年度
～令和元年度

－ － － －

令和２年度 市場隔離 冬キャベツ 5 282

表１　緊急需給調整事業の実施状況
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た。この取り組みは、元年８月にセカンド
ハーベスト・ジャパンと全農が「食品等の
提供・譲渡に関する合意書」を締結し事前
の準備を進めていたため、迅速な対応が可
能となった。

（２�）群馬県嬬恋村におけるキャベツの需
給調整

ア　キャベツの需給調整の実施状況
群馬県嬬恋村は、全国の夏秋キャベツの
出荷量の約５割を担う日本一のキャベツ産
地である。昭和41年に夏秋キャベツの指
定産地に指定され、２期に渡る国営農地開
発事業、予冷庫・集出荷場の整備、品種改
良、生産効率化などを積極的に進め日本一
のキャベツ産地を作り上げた（注２）。
嬬恋村は、市場の価格形成力と豊富な経
験を有する大産地であるが、47年から令
和元年の37年間のうち13年間で土壌還元
などの需給調整を実施している。おおむね
３年に１度実施しており、データ・経験な
どにより綿密な作付・出荷計画を立てても
天候などによる作柄の変動は避けられず、
価格の暴落に歯止めをかけ農家収益を確保
するために需給調整を実施せざるを得な

かったことがうかがえる。
需給調整の実施数量は、出荷量全体の２
～11%（平均5.4%）、数量換算で4000
～２万2000トン（平均１万1000トン）
であるが、平成８年は出荷量の11%、12
年と17年は出荷量の９％の需給調整を実
施している。25年以降は実施されていな
い。嬬恋村では、国の緊急需給調整事業の
ほか、村独自の嬬恋村野菜生産安定基金を
設置し農家が資金を積み立て、需給調整に
よる農家の収入減の補填を行っている（表
２）。

注２：詳細は、「野菜情報」2020年８月号を参照　　
https://www.al ic.go.jp/chosa-y/joho-
02.000263html.

イ　需給調整の効果　
平成17年の東京都卸売市場のキャベツ
の価格は、５月までは平年を上回っていた
が、６月から群馬県産、岩手県産、茨城県
産の出荷量が増加したため低迷し、８月に
は東北･北海道産の出荷量が増加したこと
により平年を大きく下回り９月以降も価格
低迷が見込まれた。このため、嬬恋村では、
８月、約139万ケース（１ケース10キロ

写真１　早朝に収穫され箱詰めされたキャベツ 写真２　トラックで運び出されるキャベツ
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グラム換算で１万3900トン）、総出荷量
の約９％の土壌還元による需給調整を実施
した。この結果、出荷最盛期の９月は平年
並み近くまで価格が浮揚したが、10月は
群馬県産が潤沢であったところに千葉県
産、茨城県産など平地ものの出荷が増加し
たため価格が下落し出荷期間を終了した
（図７）。８月の群馬県産キャベツの東京都
中央卸売市場の入荷量シェアは約８割を占

め、そのほとんどが嬬恋村産であり、需給
調整が効果を発揮し価格が回復したが、
10月になるとシェアが約６割に低下し、
千葉県産、茨城県産、岩手県産など他産地
の出荷が増加したため価格が低下した。効
果的な需給調整のためには出荷時期が連
続・重複する複数産地の連携・協調が重要
であることがうかがえる（図８）。

表２　群馬県嬬恋村のキャベツの需給調整の実施状況
群馬県産
卸売価格

需給調整
（A）

作付面積
出荷量
（B）

出荷量割合
（A/B）

昭和 41 年 16 円 野菜指定産地の指定
昭和 40 年
1,135ha

3,522 千箱
―

昭和 47 年 24 円 価格暴落→市場隔離
昭和 45 年
1,414ha

4,969 千箱
―

昭和 50 年 26 円 価格低迷→市場隔離 2,060ha
8,927 千箱 ―

昭和 56 年 53 円 ほ場廃棄 3600 トン
（約 36 万ケース）

2,244ha
8,123 千箱 4%

昭和 57 年 89 円 ほ場廃棄約 52 万ケース 2,254ha
8,184 千箱 6%

昭和 60 年 90 円 ほ場廃棄約 51 万ケース 2,510ha
9,302 千箱 5%

昭和 61 年 44 円 ほ場廃棄約 52 万ケース 2,520ha
10,309 千箱 5%

平成 4 年 59 円 ほ場廃棄約 40 万ケース 2,650ha
9,836 千箱 4%

平成 8 年 60 円 ほ場廃棄約 141 万ケース 2,680ha
13,072 千箱 11%

平成 10 年 84 円 ほ場廃棄約 60 万ケース 2,680ha
13,957 千箱 4%

平成 12 年 65 円 ほ場廃棄約 129 万ケース 2,690ha
13,776 千箱 9%

平成 13 年 75 円 ほ場廃棄約 40 万ケース 2,680ha
14,116 千箱 3%

平成 16 年 81 円 ほ場廃棄約 30 万ケース 2,770ha
15,573 千箱 2%

平成 17 年 63 円 ほ場廃棄約 139 万ケース 2,770ha
14,853 千箱 9%

平成 20 年 67 円 市場隔離 5307 トン
（約 53 万ケース）

2,770ha
17,313 千箱 3%

平成 24 年 50 円 市場隔離 7967 トン
（約 79.7 万ケース）

2,820ha
18,950 千箱 4%

資料：嬬恋村資料、東京都中央卸売市場年報
　注： 群馬県産キャベツの卸売価格は1月～12月の平均。平成26～30年の6カ年の平均価格は93円／kg。出荷量割合は1

ケース10kgで換算。
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ウ�　価格安定事業と需給調整事業の農家収
益に与える影響
次に、価格低落と価格安定事業および緊
急需給調整事業による補給金が農家収益に
与える影響について、群馬県吾妻西部・昭
和地区の指定産地の平均的な規模の農家
（作付面積７ヘクタール）を想定し試算する。

このキャベツの農家の平年の収益（農業
粗収入―農業経営費）は、関東市場向けの
群馬県産夏秋キャベツの平均販売価格１キ
ログラム当たり77.9円などから試算する
と、「824万円の黒字」となり、平年の価
格であればシーズンが終わって売上げから
諸経費を差し引いた824万円が農家の手

　図　平成17年群馬県産「夏秋キャベツ（7-10月）」の卸売数量と価格の推移　
　　　　　　　　　　　（東京都中央卸売市場）

平成17年 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

入荷量

卸売価格

平均価格

指標価格70％

　　　資料：alic「ベジ探」、（原資料）農水省「青果物日別取扱高統計結果」
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資料：東京都中央卸売市場年報

資料：農畜産業振興機構「ベジ探」、（原資料：平成30年東京都中央卸売市場年報）

図７　平成17年５～12月の群馬県産キャベツの卸売価格動向と需給調整

図８　キャベツの産地のリレー出荷（東京都中央卸売市場）
（平成30年　キャベツの月別入荷実績）
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元に残る。
キャベツの価格が平年比で３割低下し１
キログラム当たり54.5円となった場合、
「290万円の赤字」となるが、野菜価格安
定制度に加入していれば価格差補給金
664万円が交付されるため農家収益は
「374万円の黒字」となる。
キャベツの価格が平年比で４割低下し１
キログラム当たり46.7円となった場合、
「661万円の赤字」となるが、価格差補給
金998万円が交付されるため農家収益は
「337万円の黒字」となる。価格が平年比
で５割低下し１キログラム当たり39.0円
になると、価格差補給金998万円が交付
されても農家収益は「30万円の赤字」に
転落する。価格差補給金は販売価格が過去
平均価格の６割の最低基準価額を下回ると
その分は原則補填されないため、価格が平
年比で4割以上下がってしまうと農家収益
は悪化する。
キャベツの価格が平年比で５割低下する
ことが見込まれ農家収益の悪化を回避する
ため、出荷量の10%相当（47.6トン）の

需給調整を実施した場合、価格が回復せず
５割安のままだと、出荷量を減らした分販
売収入と価格差補給金が減少するため、緊
急需給調整事業の補給金（過去平均価格の
４割相当）の交付があっても、農家収益は
「163万円の赤字」となる。しかし、需給
調整により価格が平年比２割安まで回復す
れば、農家収益は「234万円の黒字」と
なり経営悪化を避け次期作の確保が可能と
なる（表３）。
群馬県のキャベツ農家（作付面積5.6ヘ
クタール）の農業粗収益に対する経営費の
割合は約５割で、経営の外部に支払わない
家族労働費を加えた生産費の割合は約８割
を占めるため、野菜価格の大幅な低下は農
家収益を悪化させ、次期作の資金不足や作
付け意欲の低下を招き、作付けの不安定化
や価格高騰につながる。このため、平年比
４割を超えるような価格の大幅な低下が見
込まれる場合には、主産地が連携し特に出
回り時期に迅速かつ一定のまとまった量の
出荷量調整を行うことにより価格下落に歯
止めをかけて価格の回復を図り農家収益を

表３　群馬県吾妻西部地区指定産地の農家の収益試算
区分 農業粗収入 農業経営費 価格差

補給金等 農家収益

1 平年 (77.9 円 /kg) 3708 万円 2884 万円 0 円 824 万円

2 価格 3 割低下 (54.5 円 /kg)
＋価格差補給金 2594 万円 2884 万円 664 万円 374 万円

3 価格 4 割低下 (46.7 円 /kg)
＋価格差補給金 2223 万円 2884 万円 998 万円 337 万円

4 価格 5 割低下 (39.0 円 /kg)
＋価格差補給金 1856 万円 2884 万円 998 万円 ▲ 30 万円

5 価格 5 割低下＋需給調整 10% ＋価
格差補給金＋需給調整補給金 1671 万円 2884 万円 898 万円

＋需給調整 152 万円 ▲ 163 万円

6
価格 2 割安 (62.3 円 /kg) に回復
＋需給調整 10% ＋価格差補給金＋
需給調整補給金

2669 万円 2884 万円 297 万円
＋需給調整 152 万円 234 万円

資料：農林水産省「野菜生産出荷統計」、「農業経営統計調査」、農畜産業振興機構調べ
　注：農家の経営規模は７ヘクタール、7～10月の出荷量476トン（7.47トン/10a、収穫率0.91）。
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確保することが必要となる。また、現状で
は価格が回復しないと補給金があっても農
家収益が悪化し、実際にどの程度価格が回
復するかは実施してみないとわからないこ
とから、迅速な緊急需給調整の合意形成と
実行のためには実施者への経済的メリット
の充実強化が課題であることがわかる。

６　おわりに

緊急需給調整事業は、昭和47年度の創
設以来、その時々の野菜価格の高騰や大幅
な低落に対し、野菜指定産地による計画生
産・出荷、価格安定事業を補完し、出荷量
調整により価格の大幅な低下や高騰に歯止
めをかけ野菜価格と農家経営の安定を確保
するための手段として実施されてきた。野
菜作経営は農業粗収益に対する生産費の割
合が高いため、野菜価格の大幅な低下は農
家収益を悪化させ、次期作の資金不足や作
付け意欲の低下を招き、作付けの不安定化
や価格高騰を招く。近年、異常気象などの
頻発により野菜価格が大幅に低落または高
騰する機会が増加しているため、供給計画
による計画生産・出荷および価格安定事業

とともに、適時適切な需給調整の実施によ
り、価格の大幅な低落や高騰を回避し、野
菜価格と農家経営の安定を図ることが重要
となっている。また、食の外部化・簡便化
などを背景に加工・業務用野菜の需要が増
大しているが、その調達は契約取引と卸売
市場の双方で行われているため、不作で契
約数量を確保できないときは卸売市場から
調達し、不足がないよう余裕をもって作付
けし豊作になった場合は余剰分が卸売市場
に出荷され、価格変動が増幅する。適時適
切な緊急需給調整の実施に向けて、加工・
業務用野菜需要の増大など市場外流通の増
加への対応、フードバンク、加工用販売等
の有効利用用途の活用促進、出荷時期が連
続・重複する複数産地による広域での需給
調整の連携強化、需給調整参加者へのメ
リット強化、価格高騰時対策の強化などが
課題となっている。
機構としても緊急需給調整事業の運営主
体として指定野菜主産地の作柄情報の充
実、野菜需給情報の発信、野菜需給協議会
への情報提供、関係者との連絡調整など適
時適切な事業実施に取り組んでまいりたい。
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